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東京都社会的責任調達指針案の
策定に向けた考え方について
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（仮称）社会的責任に配慮した調達指針ver1.0の策定に向けた考え方

義務的事項
「～しなければならない」

推奨的事項
「～すべき」

契約制度上のインセンティブ付与
総合評価における加点
工事成績における加点 等

義務付け・要件化
契約時の宣誓書
仕様設定 等

＜イメージ図＞

環境分野を中心に取組を強化
（例）

・省エネ、再エネ、省資源
・資源の再利用、再資源化
・脱炭素化

社会的な潮流や
都の調達の実態等に合わせて整理
（例）

・不当労働・児童労働の禁止
・水質・土壌汚染防止
・汚職等腐敗防止

 東京２０２０大会や大阪・関西万博において策定された持続可能性に配慮した調達コードを、都の調達
の実態に合わせた形で組み入れ

 法令等に基づく義務的事項の取組については、誓約書の徴取などにより事業者に遵守を促し、東京２０
２０大会における取組を参考として、実効性を担保する仕組みの構築を検討

 推奨的事項の取組については、現在の取組を整理した上で、必要に応じて追加で契約制度上のインセン
ティブを付与するなど、事業者に一歩進んだ取組を促していく

 指針については、取組の進展や社会動向に合わせてバージョンアップを図っていく

東京２０２０大会
持続可能性に配慮した調達コード

第１回会議資料
より抜粋
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（仮称）東京都社会的責任調達指針案の策定に向けた考え方①（策定趣旨）

 ISO26000において、社会的責任とは「組織活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して
組織が担う責任」と定義

 その対象は企業だけではなく、社会を構成するあらゆる組織とされている

 都は、総合的な行政計画である「未来の東京」戦略において、ＳＤＧｓの目線の取組を
都庁から世界に広げ、持続可能な社会に貢献することを掲げている

 都は、「未来の東京」戦略を踏まえ、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した調
達を行うことを通じて、都の調達に留まらず、企業の調達においても、環境・人権・労
働の各分野での望ましい慣行を敷衍させ、持続可能な社会に貢献することを都の社会的
責任と捉え、これを果たすための指針「（仮称）東京都社会的責任調達指針」を策定す
る

 本調達指針は、都が持続可能な調達を実現するために必要な基準や運用方法等を定める

 その上で、都は、本調達指針の遵守を、都の調達に参加するサプライヤー等と共同の取
組として推進する

 あわせて、持続可能な社会の実現に向け、本調達指針と同様の取組が拡大し、社会を構
成する多様な組織において持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけていく
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（仮称）東京都社会的責任調達指針案の策定に向けた考え方②（要求水準）

 都の調達は、地方自治法の下、公正性・透明性・経済性の確保が求められる
 加えて、官公需法に基づき、調達における中小企業の受注機会の増大を図ることとされており、都の契

約件数の８割以上は、中小企業を相手方とするもの
 （仮称）東京都社会的責任調達指針に定める基準等については、持続可能性の確保に十分留意しながら

も、上記の様な公共調達としての特徴を踏まえ、社会動向に応じた適切な水準に設定する必要
 具体的には、法令遵守を基本として、持続可能性に関する各分野の国際的な合意や行動規範を尊重し、

あるべき方向性を示しながら、サプライヤーの大宗を占める中小企業のポテンシャルを見据えて義務的
事項を設定すると共に、目指すべき水準として推奨的事項を設定

 調達指針については、義務的事項の範囲などについて、社会動向に合わせた見直しを適宜実施し、取組
を強化

義務的事項
「～しなければならない」

社会動向に合わせて取組強化

持続可能性の確保
に向けて

取り組むべき方向性

推奨的事項
「～すべき」
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担保方法の構成について

-39-



# 調達指針案

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
取
組

（１） 調達指針の理解

（２） 調達指針の遵守体制整備

（３） 伝達

（４） サプライチェーンに対する調査・働きかけ

（５） 取組状況の記録化

（６） 取組状況の開示・説明

（７） 事前のコミットメント

都
の
取
組

（８） 通報受付対応（グリーバンス・メカニズム）

（９） 遵守状況の確認・モニタリング

（10） 改善措置

# オリパラ・万博

（１） 調達コードの理解

（２） 事前のコミットメント

（３） 調達コードの遵守体制整備

（４） 伝達

（５） サプライチェーンに対する調査・働
きかけ

（６） 取組状況の記録化

（７） 取組状況の開示・説明

（８） 遵守状況の確認・モニタリング

（９） 改善措置

（10） 通報受付対応（グリーバンス・メカ
ニズム）

契
約
締
結
前
後

（仮称）東京都社会的責任調達指針案「６．担保方法」の構成（たたき台）

 オリパラ・万博の先行事例と比較し、実施フェーズや想定される運用フローに合う構成を検討
 サプライヤーが取り組むべき事項の流れを整理し、理解しやすい順番に変更

入
札
参
加

資
格
審
査
契
約
締
結
時
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# 担保方法 概要

（１） 調達指針の理解  サプライヤーは、東京都が策定する解説等を参照・活用し、調達指針の内容を確認することが必
要

（２） 調達指針の遵守体制整備  サプライヤーが、適切な内部統制システムを構築し、調達指針を遵守するための社内体制を整備
することを推奨

（３） 伝達  サプライヤーが、調達指針の内容を、研修や教育によりサプライチェーン等に対し適切に伝達す
ることを推奨

（４） サプライチェーンに対する
調査・働きかけ

 サプライヤーが、サプライチェーンに調達指針の遵守を求めた上で、調査や働きかけを実施する
ことを推奨

 サプライチェーンに対する調査・働きかけや、確実なコミュニケーションのために必要な内容を、
サプライチェーンとの契約において仕様書等に記載することを推奨

（５） 取組状況の記録化  サプライヤーが、調達指針の遵守に向けた取組状況を十分に記録・保管することを推奨

（６） 取組状況の開示・説明

 サプライヤーは、チェックリストを用いて、調達指針の遵守に向けた取組状況を開示・説明
 チェックリストは、東京都の入札参加資格取得時に全事業者において提出を求める
 義務的事項について、取組を行っていない事業者は、契約することができない
 チェックリストにおける虚偽申請は、指名停止の対象

（７） 事前のコミットメント  サプライヤー（落札者）は、調達指針の遵守に向けて取り組むことを誓約（コミット）しなけれ
ばならない

（仮称）東京都社会的責任調達指針案「６．担保方法」の構成（たたき台）

 都の調達は、恒常的に実施されていくものであるという特徴を踏まえ、担保方法を策定
 通報受付窓口の適切な運用に向け、事後的にその対応を確認・意見する会議体を設置

担 保 方 法 の 構 成 ( た た き 台 )
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（仮称）東京都社会的責任調達指針案「６．担保方法」の構成（たたき台）

# 担保方法 概要

（８） 通報受付対応（グリーバンス・
メカニズム）

 東京都は、調達指針の不遵守に関する通報を受付・対応する窓口を設置
 さらに、通報について、定期的（半年ごと）にチェックし、対応状況について確認・助言等

を行う第三者により構成される会議体を設置

（９） 遵守状況の確認・モニタリング
 東京都は、サプライヤー等の調達指針の遵守状況に関し、必要に応じて、確認・モニタリン

グを実施
 サプライヤーは、確認・モニタリングに協力して対応することが必要

（10） 改善措置
 東京都は、調達指針の不遵守に対し改善を要求
 サプライヤーは、改善計画書を提出し、改善に取り組むことが必要
 重大な不遵守があるにも関わらず、適切な改善の取組が見られない場合、契約解除も検討
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（仮称）東京都社会的責任調達指針案（案）
６．担保方法
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東京都調達指針(案)

６.担保方法
(1)調達指針の理解

サプライヤーとなることを希望する者は、東京都が別途作成する解説等を参照・活用するなどして、事前に調達指針の内容を確認しなければならな
い。

(２)調達指針の遵守体制整備
サプライヤーは、東京都との間の契約締結の前後を通じて、PDCAサイクルの下、適切な内部統制システムを構築・運用し、調達指針を遵守するた

めの社内体制を整備するべきである。具体的には、経営トップのコミットメント、方針・規程の策定、組織体制の整備、情報伝達ルートの確保、研
修・教育、監査・モニタリングの実施等が挙げられる。

(３)伝達
サプライヤーは、東京都との間の契約締結の前後を通じて、調達指針の内容を自らの事業の関係する役職員及びサプライチェーンに伝達するために、

研修・教育などの適切な措置を講じるべきである。なお、調達指針の内容を伝達する際は、伝達を受ける利害関係者が理解しやすい方法で伝達するべ
く努めるべきである。

(４)サプライチェーンに対する調査・ 働きかけ
サプライヤーは、東京都との間の契約締結の前後を通じて、調達指針を遵守した調達物品等の製造・流通等が行われるように、サプライチェーンに

対して調達指針又はこれと同様の調達方針等の遵守を求めた上で、サプライチェーンに対する調査や働きかけを可能な限り行うべきである。このよう
な調査や働きかけにあたっては、国際規範において要請する「デュー・ディリジェンス」のプロセスをもって調査や働きかけを行うべきである。特に、
サプライチェーンにおいて生じた人権・環境等の持続可能性に与える負の影響（持続可能性リスク）が発生した場合においては、その及ぼす負の影響
に応じて自らの責任で対応すべきである。

サプライヤーは、サプライチェーンに対する調査や働きかけにあたっては、共存共栄の理念に基づき、サプライチェーンとの共同の取組として調達
指針の遵守を推進できるように、サプライチェーンとのコミュニケーションを重視すべきである。

サプライヤーは、サプライチェーンとの間の契約において、サプライチェーンに対する調査・働きかけやコミュニケーションを確実にするために必
要な内容を仕様書等に記載すべきである。

(５)取組状況の記録化
サプライヤーは、東京都との間の契約締結の前後を通じて、サプライチェーンに対する調査・働きかけを含む調達指針の遵守に向けた取組状況を、

東京都の求めがある場合にいつでも提供できるように、可能な限り十分記録化し保管すべきである。
サプライヤーは、特に調達物品等を製造（組立・仕上段階）及び保管する施設（当該施設がサプライチェーンのものである場合を含む。）の名称及

び所在地について、東京都の求めがある場合に提供できるようにしておかなければならない。また、当該施設に関連するその他の情報についても、東
京都の求めがある場合にできる限りこれを提供できるような体制を整備すべきである。

(６)取組状況の開示・説明
サプライヤーとなることを希望する者は、サプライチェーンに対する調査・働きかけを含む調達指針の遵守に向けた取組状況（取り組むことを予定

しているものを含む）について、チェックリストにより開示・説明しなければならない。また、契約締結後においても、サプライヤーは、取組状況に
ついて、東京都の求めに応じて開示・説明しなければならない。さらに取組状況について、各種プロセスや負の影響への対処等を定期的に開示するこ
とが望ましい。
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東京都調達指針(案)

(７)事前のコミットメント
サプライヤーは、東京都との契約に際して、調達指針の遵守に向けて取り組むことを誓約（コミット）しなければならない。

(８)通報受付対応（グリーバンス・メカニズム）
東京都は、調達指針の不遵守に関する通報（調達指針の不遵守又はその疑いを生じ得る事実をその内容とするもので、サプライ

チェーンにおけるものを含む。以下、単に「通報」という。）を受け付け、これに適切に対応するため、通報受付窓口を設置する。
東京都は、通報を受けた場合、当該通報の対象となっているサプライヤー等に対して事実確認を求め、調達指針の不遵守又はその疑

いがあると認められる場合等には、サプライヤー等と関係するステークホルダーとの間のコミュニケーションの促進等を図ることも含
め、それらが解決するよう必要な対応を行う。

東京都は、通報受付窓口の適正な運用を図るため、受け付けた通報への対応について、事後的に確認し、実効性の確保に向けた助言
等を行う第三者で構成される会議体を設置する。

サプライヤーは、東京都による通報受付対応に協力して対応しなければならない。
(９)遵守状況の確認・モニタリング

東京都は、サプライヤーから（６）により提出されたチェックリストや、（８）により受け付けた通報の内容を踏まえ、持続可能性
に関するリスクの高さに応じて必要があると認めるときは、サプライヤー等の調達指針の遵守状況に関し、確認・モニタリングを実施
する。

サプライヤーは、東京都からの確認・モニタリングに協力しなければならない。上記確認・モニタリングの結果さらなる調査が必要
と認める場合、東京都は、サプライヤーに対し、東京都の指定する第三者による監査の受け入れを求めることがある。

サプライヤーは、東京都がサプライチェーンにおける調達指針の遵守状況を確認・モニタリングし、又は監査の受け入れを求める場
合は、これに協力して対応しなければならない。
(１０)改善措置

東京都は、サプライヤーに調達指針の不遵守があることが判明した場合、当該サプライヤーに対し改善措置を要求し、一定期間内に
改善計画書を提出することを求める。

この場合、サプライヤーは、当該期間内に改善計画書を提出した上で、東京都から承認された計画書に従って、改善に取り組み、そ
の結果を東京都に報告しなければならない。

サプライチェーンにおける調達指針の不遵守が判明した場合、サプライヤーは、東京都の求めに応じ、サプライチェーンに対する改
善要求の働きかけに協力するとともに、不遵守の是正に努めなければならない。

東京都は、サプライヤーが調達指針の重大な不遵守があるにもかかわらず適切に改善に取り組んでいないと認められる場合、契約を
解除することができる。ただし、サプライヤーのサプライチェーンにおける調達指針の不遵守に関しては、サプライヤーが本調達指針
の規定及び東京都の要請に基づきサプライチェーンに対し適切な働きかけを行っている限り、契約解除の対象とはならない。
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(参考）オリパラ調達コード、万博調達コード
５．担保方法
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オリパラ調達コード 万博調達コード（第2版）

５.担保方法
(1)調達コードの理解

サプライヤー又はライセンシーとなることを希望する事業者は、
組織委員会が別途作成する解説等を参照・活用するなどして、事
前に調達コードの内容を確認しなければならない。

５.担保方法
(1)調達コードの理解

サプライヤー、ライセンシー又はパビリオン運営主体等となる
ことを希望する者は、事前に調達コードの内容を確認しなければ
ならない。

(2)事前のコミットメント
サプライヤー又はライセンシーとなることを希望する事業者は、

調達コードの遵守に向けて取り組むことを誓約（コミット）しな
ければならない。

(2)事前のコミットメント
サプライヤー、ライセンシー又はパビリオン運営主体等となる

ことを希望する者は、誓約書を提出して、調達コードの遵守に向
けて取り組むことを誓約（コミット）しなければならない。

(３)調達コードの遵守体制整備
サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締

結の前後を通じて、自社に関連する持続可能性に関するリスクを
適切に確認・評価した上で、そのリスクの高さに応じて、調達
コードを遵守するための体制を整備すべきである。

(３)調達コードの遵守体制整備
サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、博

覧会協会との間の契約締結の前後を通じて、自らの事業及びサプ
ライチェーンが環境・人権などの持続可能性に与える負の影響
（持続可能性リスク）を適切に確認・評価した上で、そのリスク
の高さに応じて対策を講じ、調達コードを遵守するための体制を
整備すべきである。この持続可能性に関するリスクの評価・対処
にあたっては、国連ビジネスと人権に関する指導原則、 OECD 多
国籍企業行動指針、責任ある企業行動のための OECD デュー・
ディリジェンス・ガイダンス及び ILO 多国籍企業宣言などの国際
規範が企業に対し要請する「デュー・ディリジェンス」を参照す
べきである。

(４)伝達
サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締

結の前後を通じて、調達コードの内容を自社の関係する役職員及
びサプライチェーンに伝達するために、研修・教育などの適切な
措置を講じるべきである。

(４)伝達
サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、博

覧会協会との間の契約締結の前後を通じて、調達コードの内容を
自らの事業の関係する役職員及びサプライチェーンに伝達するた
めに、研修・教育などの適切な措置を講じるべきである。
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(５)サプライチェーンへの働きかけ

サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締結の前
後を通じて、調達コードを遵守した調達物品等の製造・流通等が行われ
るように、サプライチェーンに対して調達コード又はこれと同様の調達
方針等の遵守を求めるなどサプライチェーンに働きかけるべきである。
このような働きかけにあたって、サプライヤー又はライセンシーは、自
社のサプライチェーンにおける持続可能性に関するリスクを適切に確
認・評価した上で、リスクの高いサプライチェーンや分野に関してより
重点的に働きかけを行うべきである。

サプライヤー及びライセンシーは、サプライチェーンへの働きかけに
あたっては、共存共栄の理念に基づき、サプライチェーンとの共同の取
組として調達コードの遵守を推進できるように、サプライチェーンとの
コミュニケーションを重視すべきである。

サプライヤー及びライセンシーは、サプライチェーンへの働きかけや
コミュニケーションを確実にするため、サプライチェーンとの間の契約
に、組織委員会が別途作成するサステナビリティ条項のモデル条項又は
これに類似する条項を挿入することを検討すべきである。

(５)サプライチェーンに対する調査・ 働きかけ
サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、博覧会協

会との間の契約締結の前後を通じて、調達コードを遵守した調達物品等
の製造・流通等が行われるように、サプライチェーンに対して調達コー
ド又はこれと同様の調達方針等の遵守を求めた上でサプライチェーンに
対する調査や働きかけを可能な限り行うべきである。このような調査や
働きかけにあたって、サプライヤー、 ライセンシー又はパビリオン運営
主体等は、国際規範において要請する「デュー・ディリジェンス」を参
照し、自らの事業のサプライチェーンにおける持続可能性リスクを適切
に確認・評価した上で、リスクの高いサプライチェーンや分野に関して
より重点的に調査や働きかけを行うべきである。

サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、サプライ
チェーンに対する調査や 働きかけにあたっては、共存共栄の理念に基づ
き、サプライチェーンとの共同の取組として調達コードの遵守を推進で
きるように、サプライチェーンとのコミュニケーションを重視すべきで
ある。

サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、サプライ
チェーンとの間の契約において、サプライチェーンに対する調査・働き
かけやコミュニケーションを確実にするために必要な内容を仕様書等に
記載しなければならない 。

(６)取組状況の記録化
サプライヤー及びライセンシーは、組織委員会との間の契約締結の前

後を通じて、サプライチェーンへの働きかけを含む調達コードの遵守に
向けた取組状況を、組織委員会の求めがある場合にいつでも提供できる
ように、可能な限り十分記録化すべきである。

サプライヤー及びライセンシーは、特に調達物品等を製造（組立・仕
上段階）及び保管する施設（当該施設がサプライチェーンのものである
場合を含む。）の名称及び所在地について、組織委員会の求めがある場
合に提供できるようにしておかなければならない。また、当該施設に関
連するその他の情報についても、組織委員会の求めがある場合にできる
限りこれを提供できるような体制を検討すべきである。

(６)取組状況の記録化
サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、博覧会協

会との間の契約締結の前後を通じて、サプライチェーンに対する調査・
働きかけを含む調達コードの遵守に向けた取組状況を、博覧会協会の求
めがある場合にいつでも提供できるように、可能な限り十分記録化すべ
きである。

サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、特に調達
物品等を製造（組立・仕上段階）及び保管する施設（当該施設がサプラ
イチェーンのものである場合を含む。）の名称及び所在地について、博
覧会協会の求めがある場合に提供できるようにしておかなければならな
い。また、当該施設に関連するその他の情報についても、博覧会協会の
求めがある場合にできる限りこれを提供できるような体制を整備すべき
である。
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(７)取組状況の開示・説明
サプライヤー又はライセンシーとなることを希望する事業者は、

サプライチェーンへの働きかけを含む調達コードの遵守に向けた
取組状況（取り組むことを予定しているものを含む）について、
組織委員会が調達物品等の種類や規模等を踏まえて指定する方法
により開示・説明しなければならない。また、契約締結後におい
ても、サプライヤー及びライセンシーは、取組状況について、組
織委員会の求めに応じて開示・説明しなければならない。

(７)取組状況の開示・説明
サプライヤー、ライセンシー又はパビリオン運営主体等となるこ

とを希望する者は、サプライチェーンに対する調査・働きかけを含
む調達コードの遵守に向けた取組状況（取り組むことを予定してい
るものを含む）について、博覧会協会が調達物品等の種類や規模等
を踏まえて指定する方法により開示・説明しなければならない。ま
た、契約締結後においても、サプライヤー、ライセンシー及びパビ
リオン運営主体等は、取組状況について、博覧会協会の求めに応じ
て開示・説明しなければならない。

また、博覧会協会は、大阪・関西万博がSDGs 達成への取組の推
進を掲げていることを踏まえ 、サプライヤー、ライセンシー又は
パビリオン運営主体等に対し、調達物品等の製造・流通等において
SDGs の目的の達成に特に資する取組について説明を求めることが
ある。

この場合、サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体
等は、取組状況について、開示・説明しなければならない。

(８)遵守状況の確認・モニタリング
組織委員会は、サプライヤー及びライセンシーとの間の契約締

結の前後を通じて、持続可能性に関するリスクの高さに応じて必
要があると認めるときは、サプライヤー等の調達コードの遵守状
況に関し、確認・モニタリングを実施する。

サプライヤー及びライセンシーは、当該確認・モニタリングに
協力しなければならない。上記確認・モニタリングの結果さらな
る調査が必要と認める場合、組織委員会は、サプライヤー及びラ
イセンシーに対し、組織委員会が指定する第三者による監査の受
け入れを求めることがある。サプライヤー及びライセンシーは、
組織委員会がサプライチェーンにおける調達コードの遵守状況を
確認・モニタリングし、または監査の受け入れを求める場合につ
いても、これに可能な限り協力しなればならない。

(８)遵守状況の確認・モニタリング
博覧会協会は、サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営

主体等との間の契約締結の前後を通じて、持続可能性に関するリス
クの高さに応じて必要があると認めるときは、サプライヤー等の調
達コードの遵守状況に関し、確認・モニタリングを実施する。

サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、当該
確認・モニタリングに協力しなければならない。上記確認・モニタ
リングの結果さらなる調査が必要と認める場合、博覧会協会は、サ
プライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等に対し、博覧
会協会の指定する第三者による監査の受け入れを求めることがある。
サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等は、博覧会
協会によるサプライチェーンにおける調達コードの遵守状況に関す
る 確認・モニタリング、又は監査の受け入れを求める場合は、こ
れに協力して対応しなければならない。

-49-



オリパラ調達コード 万博調達コード（第2版）
(９)改善措置

サプライヤー及びライセンシーに調達コードの不遵守があることが判明
した場合、組織委員会は、当該サプライヤー及びライセンシーに対し改善
措置を要求し、一定期間内に改善計画書を提出することを求める。この場
合、サプライヤー及びライセンシーは、当該期間内に、改善計画書を提出
した上、組織委員会から承認された計画書に従って、改善に取り組み、そ
の結果を組織委員会に報告しなければならない。

サプライチェーンにおける調達コードの不遵守が判明した場合、サプラ
イヤー及びライセンシーは、組織委員会の求めに応じ、サプライチェーン
に対する改善要求の働きかけに協力しなければならない。

組織委員会は、サプライヤー及びライセンシーが調達コードの重大な不
遵守があるにもかかわらず適切に改善に取り組んでいないと認められる場
合、契約を解除することができる。ただし、サプライヤー及びライセン
シーのサプライチェーンにおける調達コードの不遵守に関しては、サプラ
イヤー及びライセンシーが本調達コードの規定及び組織委員会の要請に基
づきサプライチェーンに対し適切な働きかけを行っている限り、契約解除
の対象とはならない。

(９)改善措置
サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等に調達コードの

不遵守があることが判明した場合、博覧会協会は、当該サプライヤー、ラ
イセンシー及びパビリオン運営主体等に対し改善措置を要求し、一定期間
内に改善計画書を提出することを求める。この場合、サプライヤー、ライ
センシー及びパビリオン運営主体等は、当該期間内に、改善計画書を提出
した上、博覧会協会から承認された計画書に従って、改善に取り組み、そ
の結果を博覧会協会に報告しなければならない。

サプライチェーンにおける調達コードの不遵守が判明した場合、サプラ
イヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体は、博覧会協会の求めに応
じ、サプライチェーンに対する改善要求の働きかけに協力して対応しなけ
ればならない。

博覧会協会は、サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン運営主体等
が調達コードの重大な不遵守があるにもかかわらず適切に改善に取り組ん
でいないと認められる場合、契約を解除することができる。サプライヤー、
ライセンシー及びパビリオン運営主体等のサプライチェーンにおける調達
コードの不遵守に関しては、サプライヤー、ライセンシー及びパビリオン
運営主体等が本調達コードの規定及び博覧会協会の要請に基づきサプライ
チェーンに対し適切な働きかけを行っている限り、契約解除の対象とはな
らない。
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ー

(10)運営主体等に対する追加措置
博覧会協会のサプライチェーンと同様にパビリオン運営主体等のサ

プライチェーンにおいても調達コードの遵守が確保されるように、パ
ビリオン運営主体等は、パビリオン運営主体等が直接契約を締結する
事業者（以下、「パビリオン直接契約事業者」という。）と締結する
契約において、以下の内容を仕様書等に記載して指示しなければなら
ない。
① パビリオン直接契約事業者が調達コードを遵守すること
② パビリオン直接契約事業者が博覧会協会による調達コードの遵守
状況の確認・モニタリングに協力すること
③ パビリオン直接契約事業者が博覧会協会の指定する第三者による
監査を受け入れること
④ パビリオン直接契約事業者において調達コードの重大な不遵守が
あるにもかかわらず適切に改善に取り組んでいないと認められる場合、
パビリオン運営主体等が契約を解除できること

６．通報受付窓口
組織委員会は、調達コードの不遵守に関する通報（調達

コードの不遵守又はその疑いを生じ得る事実をその内容とす
るもの。以下、単に「通報」という。）を受け付け、これに
適切に対応するため、通報受付窓口を設置する。

組織委員会は、通報を受けた場合、当該通報の対象となっ
ているサプライヤー等に対して事実確認を求めるほか、調達
コードの不遵守又はその疑いがあると認められる場合等には、
必要に応じて、前記5 に定める改善措置の要求等を行い、ま
たはサプライヤー等と関係するステークホルダーとの間のコ
ミュニケーションの促進等を図ることも含め、それらが解決
するよう必要な対応を行う。

通報の受付手続及びその対応等の詳細については、組織委
員会の「『持続可能性に配慮した調達コード』に係る通報受
付窓口 業務運用基準」（2018 年4 月）によるものとする。

(11)通報受付対応（グリーバンス・メカニズム）
博覧会協会は、調達コードの不遵守に関する通報（調達コードの不

遵守又はその疑いを生じ得る事実をその内容とするもので、サプライ
チェーンにおけるものを含む。以下、単に「通報」という。）を受け
付け、これに適切に対応するため、通報受付窓口を設置する。

博覧会協会は、通報を受けた場合、当該通報の対象となっているサ
プライヤー等に対して事実確認を求めるほか、調達コードの不遵守又
はその疑いがあると認められる場合等には、必要に応じて、前記
(９） に定める改善措置の要求等を行い、又は サプライヤー等と関係
するステークホルダーとの間のコミュニケーションの促進等を図るこ
とも含め、それらが解決するよう必要な対応を行う。

サプライヤー、ライセンシー又はパビリオン運営主体等は、博覧会
協会による通報受付対応に協力して対応しなければならない。
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項目 項番 項目名 ＃ ご指摘（敬称略/頁数は議事録に対応） 対策・修正案 基準案

タイトル ー ー 1

 都として社会的責任をどのように定義（誰の・誰に対す
る・どんな責任）しているのか?持続可能性と同義で用
いられていないか?公共と意味が二重になってしまって
いないか?

⇒”持続可能な調達指針”でも良いのではないか?

スライド「東京都社会的責任調達
指針案の策定に向けた考え方につ
いて①」のとおり、社会的責任の
考え方を整理。

基準の冒頭部分で上記の考え方を
記載。

調達指針の名称について（仮称）
「東京都社会的責任調達指針」に
修正

ー

全体 ー ー

2

 まず本来あるべき調達方針を作ったうえで、中小企業な
どへの配慮を行うべきではないか?

⇒基準・指針案をどのレベルに設定するのか、大企業向け・
中小企業向けいずれに設定するのかなど、十分に検討するべ
き

要求水準の考え方はスライド「東
京都社会的責任調達指針案の策定
に向けた考え方について②」のと
おり。

中小企業のポテンシャルを踏まえ
た形で、義務的事項と推奨的事項
に分けて記載。

ー

3
 事業者に対する評価を行う際、調達事業の履行過程に

限って評価を行うのか、それとも企業活動全体を対象と
して評価を行うのか

現状の基準案では、『サプライ
ヤー（等のありなし）』、『調達
物品等の製造・流通において』な
どの文言を付すことで整理。
解説等でより分かりやすい形を検
討。

4

 各条項について、遵守事項なのか推奨事項なのか各条項
の中でフラグ付けを行ってより明確にした方がよい

 配慮すべき、取り組むべきなど使い分けがわかりにくい
 どれが義務で、どれが推奨なのか中小側としては対応の

優先順位を定める意味でもわかりやすく表現してほしい

各基準が義務・推奨いずれに該当
するかが分かるよう本文に表示。

5
 東京都の施策を各項目に盛り込むにあたって、社会的責

任の文脈にしっかり落とし込む形で記載を行わないと、
読む側にとっては何を守らなければならないのかわかり
にくい

持続可能性に合致した施策に限っ
て基準案へ盛り込み、整合性に留
意


